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一般財団法人地方競馬共済会会員規程（抜粋） 

 

（総則） 

第１条 一般財団法人地方競馬共済会定款第６条第２項第４号及び第５号に掲

げる事項については、この規程の定めるところによる。 

（資格要件） 

第２条 次に掲げる者でなければ、一般財団法人地方競馬共済会（以下「共済

会」という。）の会員となることができない。 

（１）地方競馬全国協会の調教師、調教師補佐及び騎手の免許を受けている者

（外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者に係る臨時試

験に合格し免許を受けている者を除く。） 

（２）厩務員の設置について認定を行う者（以下「認定者」という。）の定め

る厩務員設置認定要綱（以下「要綱」という。）に基づいて厩務員認定（仮

認定を除く。）を受けている者（以下「厩務員」という。） 

第２条の２ 共済会の会員となろうとする者は、６５歳未満の者でなければな

らない。 

（加入手続） 

第３条 共済会の会員となろうとする者は、様式第１号の入会申請書を理事長

に提出しなければならない。 

（資格の発効） 

第４条 理事長は、第３条の申請書に記載された事項が真実であると認めたと

きは、すみやかに会員として承認し、様式第２号の会員証を申請者に交付し

なければならない。 

（資格の喪失） 

第５条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。 

（１）死亡したとき。 

（２）脱会の申し出が受理されたとき。 

（３）免許若しくは認定が取り消され、又は免許若しくは認定の効力が失われ

たとき。（会員が第３項第６号に該当したときを除く。） 

２ 前項第３号の規定は、会員が免許若しくは認定が取り消され、又は免許若

しくは認定の効力が失われた日から１ヵ月以内に認定の申請をした場合にお

いて、該当免許若しくは認定が取り消され、又は免許若しくは認定の効力が

失われた日から６ヵ月以内に認定を受けることが明らかなときは適用しない。

ただし、認定を受けないことが明らかになったときは、前項第３号の規定を
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適用する。 

３ 理事長は、会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その会員の資

格を取り消す。 

（１）虚偽若しくは不正の事実に基づいて会員となり、又は虚偽若しくは不正

の事実に基づいて一般財団法人地方競馬共済会給付規程（以下「給付規程」

という。）若しくは一般財団法人地方競馬共済会特別給付規程（以下「特

別給付規程」という。）に基づく給付を受けたことが判明したとき。 

（２）正当な理由がないのに会費を４ヵ月以上納入しなかったとき。 

（３）第５条の２に該当する会員にあっては、正当な理由がないのに会費を納

入しなかったとき。 

（４）会員証を偽造し、変造し、又は不正に行使したとき。 

（５）所属競馬場等の変更の届出を怠り又は給付に関する調査を拒否する等会

員としての義務を履行しなかったとき。 

（６）評議員の３分の２以上が会員の資格を取り消すことが適当と認め、理事

会においても同様の決議がなされたとき。 

 

（競馬の廃止に伴う資格の喪失） 

第５条の２ 競馬を廃止した競馬場に所属する会員（当該競馬場以外の競馬場

に新たに所属した者を除く。）にあっては、廃止する前の当該競馬場の最終

開催に属する月に３ヵ月を加えた月の末日をもって会員資格を失うものとす

る。（会員が第５条第１項各号に該当したときを除く。） 

（資格喪失の時期） 

第６条 会員が第５条第１項第１号に該当する場合にあっては、死亡の日、同

項第２号に該当する場合にあっては、理事長が脱会の申請書を受理した日、

同項第３号及び同条第２項のただし書きに該当する場合にあっては、免許若

しくは認定が取り消され、又は免許若しくは認定の効力が失われた日、同条

第３項の第２号を除く各号の一に該当する場合にあっては、資格取消しの日、

同項第２号に該当する場合にあっては、免許若しくは認定が取り消され、又

は免許若しくは認定の効力が失われた日、又は会費を４ヵ月納入しなかった

月の末日のいずれか早い日、第５条の２に該当する場合にあっては、廃止す 

る前の当該競馬揚の最終開催に属する月に３ヵ月を加えた月の末日を、それぞ

れの会員の資格を喪失した日とする。 

（会員又はその遺族の権利） 

第７条 会員又はその遺族は、給付規程に定める給付を受けることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、騎手である会員又はその遺族は、特別給付規程

の定めるところにより競走中その他騎手が地方競馬主催者の管理下にある間



- 3 - 

 

における事故について特別の給付（以下「特別給付」という。）を受けるこ

とができる。 

３ 会員は、会員の資格について異議のあるときは、別に定める不服審査会に

審査を請求することができる。 

（会員の義務） 

第８条 会員は、月額2,800円の会費を毎月20日までに共済会に納入しなければ

ならない。 

２ 前項に定めるもののほか、騎手である会員は、特別給付規程に定めるとこ

ろにより、特別会費を納入しなければならない。ただし、特別給付の受給を

希望しない騎手である会員にあっては、この限りではない。 

３ 会員は、この規程及び給付規程に定める報告、届出、給付に関する共済会

の指示、調査等に協力しなければならない。 

４ 会員は、入会申請書の記載事項に変更があった場合は、様式第３号の入会

申請書記載事項変更届書を理事長に提出しなければならない。 

５ 会員は、第５条第１項第２号の脱会の申出をするときは、様式第４号の脱

会申請書を理事長に提出しなければならない。 


